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                  資料 1-1 

【発電所定期的な点検・整備】 
 

 発電設備の定期的な点検、整備を年２回実施している。排出ガス濃度の確認に

用いるガス分析計については、年 1 回の点検を実施し、精度を保持している。以

下にガス分析計の点検記録を示す。 
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                資料 1-2 

【生木屑チップ等燃料受入基準】 
 

 以下に生木屑チップ等受入基準を示す。 

 

木質チップの社内品質規格は、以下のとおりとする。 
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                               資料 1-3 

【最新排出ガス規制適合車の採用】 

 

   生木屑チップ運搬車（ナンバー山梨 100 は 39-72）車体写真 

 

      最新排出ガス規制のステッカーの張ってあるボディ 
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   生木屑チップ運搬車（ナンバー山梨 100 は 41-36）車体写真 

 

最新排出ガス規制のステッカーの張ってあるボディ 
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   生木屑チップ運搬車（ナンバー山梨 100 は 39-70）車体写真 

 

最新排出ガス規制のステッカーの張ってあるボディ 
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                資料 1-4 

【生木屑チップ運搬車両の集中回避】 
 

 生木屑チップ運搬車両は、１２ｔ積載車両 2 台、１０ｔ積載車両 1 台で行っ

ている。車両の運行は、「積込」、「運搬」、「燃料受入口への投入」のサイクルを

シリーズで行っており、車両の集中を回避している。 

各車両のローテーションをフロー図に示す。 

    

 
 

 

  

 

 
 

  

          

  

 

  

  

  

  

  

           

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  

 

積込 運搬 

燃料受入口への投入 
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                               資料 1-5 

【飛散防止カバー点検、タイヤの清掃、車両

出入口付近の路面散水】 
 

 生木屑チップ積載車両の飛散防止カバーは、通常の作業において駆動状況を

目視で確認している。タイヤの清掃については、運搬路が全面舗装されたことか

ら土砂による汚れや浮遊粉塵拡散の懸念が無くなり、常時の清掃は行っていな

い。 

車両の出入り口付近は、路面へ散水して浮遊粉塵が拡散しないようにしてい

る。以下に路面散水写真を示す。 

 

 

        車両出入口付近の路面散水の写真 
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                               資料 2-1 

【燃料サイロ内の点検の写真】 
 定期点検時は、燃料保管サイロ内の燃料のかき出しを行い、内部点検を実施し

ている。 

 

       燃料サイロ内点検時の燃料かき出しの写真 
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                               資料 2-2 

【内部循環式流動床】 
 

 発電所ボイラは、内部循環式流動床方式を採用し、運転状況の常時監視により

適切な空気比での運転及び高温での完全燃焼に努め、悪臭の発生を防止してい

る。以下に使用している流動床の写真を示す。 

 

 

          内部循環式流動砂床内部の写真 
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資料 6-1 

【A 沢水生生物追加調査結果】 

 

１、調査名称 

大月バイオマス発電事業の環境影響評価における A 沢下流地点の工事中に

おける水生生物の追加調査 

２、調査項目・内容 

調査項目、内容は以下の表 1 に示す項目とした。 

 

       表 1 調査項目・内容 

  調査項目          内容 

魚類          捕獲法による調査を行った。 

底生生物        定性採取による調査を行った。 

付着藻類        コドラ―ト法による調査を行った。 

その他の水生生物    任意観察及び捕獲による調査を行った。 

 

３、調査期日 

調査時期を以下の表 2 に示す。 

 

       表 2 調査期日 

   調査項目            調査時期 

      魚類 

水生生物  底生生物       2018 年(平成 30 年)3 月 23 日 

      付着藻類 

      その他の水生生物 

 

４、調査方法 

１）魚類 

 タモ網や投網、定置網等を用いて魚類を捕獲した。捕獲した魚類は、主

の識別を行った後、同定用サンプルを除いて調査地点に速やかに放流し

た。 

２）底生生物 

タモ網を用いて定性採取を行った。採取したサンプルは現地でホルマリ

ン溶液（約 10％）により固定し、後日、室内にてソーティングし、種の同  
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 定を行った。 

３）付着藻類 

藻類の付着した石に 5cm×5cm のコドラート（方形枠）をあて、歯ブラ 

シ等で剥ぎおとしによる採取を行った。剥ぎ落としは各地点で 5 回行い、

ホルマリンで固定し、後日、室内で種の同定を行った。 

４）その他の水生生物 

調査地点及びその周辺において、生息する水生生物を任意観察及び捕獲

により確認した。 

 

水生生物の観測地点は、図 1 に示す施設処理水を放流する A沢下流地点

である。 
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５、調査結果 

１）魚類 

現地調査の結果、魚類は確認されなかった。 

 

２）底生生物 

現地調査の結果、10 目 21 科 34 種の底生生物が確認された。確認され

た底生生物の中には重要種は確認されなかった。表 3 に結果を示す。 
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３）付着藻類 

現地調査の結果、2綱 2 目 5 科 30 種の付着水類が確認された。確認種

目録を表 4 に示す。 

 

４）その他の水生生物   その他の水生生物は確認されなかった。 
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                 資料 8-1 

【井戸水取水量】 
 

 大月バイオマス発電所の 2018 年 12 月～2021 年 1 月まで 26 か月の取水量の

推移を以下の表に示す。1 日平均の取水量の最大は 89.67 ㎥/日（2020 年 6 月）、

最小は 43.02 ㎥/日（2020 年 8 月）、平均 58.74 ㎥/日でした。以下に井戸取水量

の推移を示す。 

 

井戸取水月 
月総井戸取水量（㎥/

月） 
井戸取水日平均(㎥/日) 稼働日数 

2018 年 12 月 1749.12 56.42 31 

2019 年 1 月 1640.07 52.91 31 

2 月 1324.34 47.30 28 

3 月 1441.6 46.50 31 

4 月 1421.1 47.37 30 

5 月 1876.83 60.54 31 

6 月 1662.48 69.27 24 

7 月 1775.81 57.28 31 

8 月 1733.64 55.92 31 

9 月 1727.72 57.59 30 

10 月 1397.17 45.07 31 

11 月 1018.69 72.76 14 

12 月 1855.21 59.85 31 

2020 年 1 月 1729.08 55.78 31 

2 月 1761.58 60.74 29 

3 月 1841.26 59.40 31 

4 月 1815.74 60.52 30 

5 月 1920.28 61.94 31 

6 月 1345.12 89.67 15 

7 月 1726.55 55.70 31 

8 月 1333.48 43.02 31 

9 月 1430.4 47.68 30 

10 月 1882.46 60.72 31 

11 月 1085.22 72.35 15 

12 月 2044.95 65.97 31 

2021 年 1 月 2015.9 65.03 31 

平均 58.74  
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                資料 10-1 

【取水する地層の選定】 
 

 大月バイオマス発電所の井戸の地層状況の調査を 2017 年 6 月 16 日に県への

揚水設備設置届書を提出した。その書類の中に井戸掘削・さく井柱状図が添付さ

れている。以下にその内容を示す。 
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               資料 13-1 

【ロードキル防止の注意喚起】 
 生木屑チップ運搬等の車両運転手に注意喚起を行う表示を周辺道路に設置し

た。設置状況を以下の写真で示す。 

 

① 敷地西側 A 沢下流地点の橋のガードレールに貼ったステッカー 

 

① 敷地西側 A 沢下流地点の橋のガードレール遠景 
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② 敷地北西の笹子川岸のガードレールに貼ったステッカー 

 

 

② 敷地北西の笹子川岸のガードレール遠景 

 

 

 

 

 

資料-28



 

③ 敷地北の橋の袂のガードレールに貼ったステッカー 

 

 

③ 敷地北の橋の袂のガードレールの遠景 
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④ 敷地東側の笹子川岸のガードレールに貼ったステッカー 

 

 

④ 敷地東側の笹子川岸のガードレールの遠景 
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【ロードキルステッカーを張っている地点図】 

 

④ 

③ 

② 

①  
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               資料 13-2 

【夜間照明選定】 
 大月バイオマス発電所の必要とされる外部照明は、昆虫や夜行性動物の誘引

が低いＬＥＤランプを採用した。以下に設置したＬＥＤランプの一覧表を以下

に示す。 
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               資料 13-3 

【白煙発生の写真の資料】 

 

        冬期の白煙発生写状況真（2019 年 2月 15 日） 

 

        春期の白煙発生状況写真（2019 年 4月 28 日） 
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       夏期の白煙発生状況写真（2019 年 7 月 30 日） 

 

 

       秋期の白煙発生状況写真（2019 年 10 月 31 日） 
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資料 13-4 

【敷地北側の植栽の選定の考え方】 

 

敷地境界北側の植栽について、補正評価書において周辺森林との調和と小鳥

などの休める空間として高木（ナツツバキ、カエデ）を選定した。 

2016 年に間知ブロックのセットバックに伴う変更届提出時には、補正評価書

にある樹種で敷地内北側高木の植栽計画を提出した。 

実際の植栽は、高木として落葉広葉樹のナツツバキ、カエデの代わりに常緑広

葉樹シラカシ 11本を植えた。 

 

≪高木植栽をシラカシに変更した理由≫ 

(1) 工場内での植栽の考え方 

 ・機能性を持たせた植栽を選定。（防風、防塵、防火） 

 ・工場内に落ち葉が舞いこまない植栽を選ぶ。 

(2)ナツツバキ、カエデの問題点 

 ・落葉広葉樹であるために冬に落葉して葉が散乱する。 

 ・防音壁と擁護壁に囲まれて日陰になりやすく生育が悪い。 

 ・冬場の復水器の周りの圧迫感がある。 

 ・高木の樹木が手に入りにくい。 

(3)シラカシの利点 

 ・成長が早い。 

・大木でも移植できる。 

 ・火に強いために、防風、防塵、防火に役立つ。 

・耐陰性がある。 

・垂直に伸びやすい。 

 ・落葉しないために冬場の復水器の周りの圧迫感を軽減できる。 

  

検討の結果、落葉広葉樹であるナツツバキ、カエデの問題点を解決するために

シラカシを選定した。 

 

法面緑化に関しては、補正評価書ではツル性植物（テイカカズラとナツヅタを

50:50 の割合で混植）を密植して法面上部から下垂させる計画であったが、実際

の植栽は、法面緑化にテイカカズラを植え、敷地境界北側防音壁ネットにナツヅ

タを植えていた。そこで、植栽の専門家に相談し、テイカカズラ 2、ナツヅタ 2、

キヅタ 1 を植えて生育状況を見ながら下垂させることとした。 

法面植栽写真を示す。 
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            法面の植栽の写真 

敷地境界北側の防音壁ネットにナツヅタを這わせるため、ナツヅタ 3、テイカ

カズラ 1、スイカズラ 1 を植えた。ツタ類は金属を嫌うために、登はんしやすい

よう、フェンスと防音壁の間にナツヅタ付着板を試験的に設置した。（防音壁法

面の植栽写真参照） 

  
            防音壁法面の植栽の写真 

施工状況（擁壁上部） 

テイカカズラに

ナツヅタ、キヅタ

を追加 

潅水装置を追加 

施工状況（防音パネル前） 
ナツヅタ吸着用にヤシマ
ットを一部に追加 

ナツヅタに、テイカカズ
ラ、スイカズラを追加 

在来種のボタンヅル、ヒ
ルガオを維持し施工 
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         植栽帯図（北側法面、西側防音壁） 

 

 

     西側植栽（アカマツ 2 本、コナラ 1 本植栽）の写真 
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             西側植栽工事中写真 
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資料 13-5 

【景観への配慮】 

 

建屋、防音壁で隠れていない機械類について、視線を誘導するため、安全

を考慮した上で、補正評価書で設定した各眺望点からの景観に配慮した施設

となるよう、追加の環境保全措置を検討した。検討の際には、専門家に相談

することとした。 

 

 

【検討結果】 

１，設備の追加、色調の変更 

設備の追加（階段の目隠し、遮蔽板の設置等）、色調の変更の可能性を検

討した結果、設備の追加は構造計算上の耐久性に問題があるため、実施は不

可能である。色調に関しては労働安全性の確保の観点から変更することが難

しい。 

２，追加の環境保全対策 

発電所西側に高木の植栽を行い、プラントが比較的目に入りやすい親水 

公園方向からの見え方を改善した。 

３，植栽する高木の樹種の選定 

植栽の専門家に相談し、近隣集落で多く植えられているケヤキ、周辺山地

の樹林を形成しているコナラ、アカマツの 3 種を候補に、入手可能な樹木の

状態（樹高、枝張り）を確認して検討した。3 種の高木を樹木圃場で確認し、

アカマツ 2 本、コナラ 1 本（株立ち）を選定した。ケヤキは、落葉量が多く、

プラントへの影響が懸念されることとよい樹形のものがなかったために選

定から外した。高木の移植は、新芽が落ち着いた 6 月後半に行った。 
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     笹子川親水公園からの景観の写真（  印高木植栽） 

 

 

 

             西側植栽工事中写真 
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資料 15-1 

【大月バイオマス発電事業の関係事業者

への情報提供の経緯】 

 
【平成 26 年 9 月 16 日 準備書 環境影響評価条例に基づく県知事意見出される。】 
  内容）①関連施設の設置事業者への配慮の要請（全般的事項の関連） 

対象事業に係る送電線路の設置にあたり、送電線路が猛禽類の 95%利用

域を通過する可能性を考慮したものとなるよう、関連施設の設置事業者

に対し観測結果等を情報提供し、影響の低減に努めるよう要請する旨評

価書に記載すること。→事業者の見解）関連設備の設置事業者に対し観

測結果等を情報提供する理由を評価書に記載します。 
１）平成 26 年 10 月 1 日 東京電力㈱大月支社と打ち合わせ 
 ・準備書の環境影響評価条例に基づく県知事意見の出された内容について、大月

バイオマス発電㈱から東京電力㈱大月支社に説明し環境影響低減を要請。 
・アセスの関係から大規模工事禁止期間を 3 月～6 月とする→工程表変更 

 ・東京電力の鉄塔工事は、平成 27 年 8 月～12 月,平成 28 年 7 月～10 月予定 
２）平成 27 年 2 月 26 日 東京電力㈱大月支社と打ち合わせ 
 ・県知事意見から「関連事業者への猛禽類の積極的情報提供」の指示で大月バイ

オマス発電からクマタカに関する観測結果の情報を提供した。 
 ・東京電力が平成 24 年から H26 年まで検討してきた送電線ルートの内、猛禽類

への影響を考慮し、繁殖期に鉄塔工事がかからない工期と工期が短くなる案を

採用することにした。 
・送電線工事を「決定猛禽類の繁殖期の 3 月～6 月」に実施しないこと決定 

 
【平成 27 年 4 月 17 日 評価書 環境影響評価条例の基づく知事意見出される。】 
 内容）①送電線路の設置に係る環境保全について 

送電線路が猛禽類に与える影響の検討の経緯（猛禽類の専門家等からの

助言を受けている場合その内容を含む）及びこれを踏まえた送電線路の

設置に係る関連事業者との協議の内容を工事着工前に県に情報提供する

こと。→事業者の見解）送電線設置業者（東京電力株式会社）との協議

内容を送電線路工事着工前に県へ情報提供します。 
    ②クマタカの営巣を境慮した工期及び工事内容について 

クマタカの生息環境の保全措置として「大規模な工事等については、敏

感度が最大になる抱卵期（3～6 月）を避けて行う等」としているが、環

境省が策定した「猛禽類保護の進め方」では、当該種の保全のために営

巣中心域においては、工事等を避ける期間を『敏感度が大きくなる時期

（造巣期及び巣内育雛期を含む 1～8 月）を避ける。』とし、事業者が設
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定した期間より長く設定している。→事業者の見解）大規模工事を避け

る時期を 2 月から 6 月とする。 
３）平成 27 年 4 月 28 日 東京電力㈱大月支店と打ち合わせ 
 ・評価書への県知事意見を大月バイオマス発電㈱から東京電力㈱大月支社に示し

た。 
 ・送電線路工事着工前に大林組㈱と東京電力㈱大月支社と合同で工事工程・送電

線ルートについて決定の経緯とルートを山梨県へ説明に行くことを決めた。 
（平成 27 年 11 月山梨県庁に東京電力㈱大月支社と大月バイオマス発電㈱とで

説明に行った。） 
 

４）平成 27 年 5 月 15 日 東京電力㈱大月支社と打ち合わせ 
 ・評価書の知事意見は環境省ガイドライン（猛禽類）に従い「繁殖期の大規模工

事禁止期間 2 月～6 月」に設定したことを東京電力㈱大月支社に伝えた。工事

休止期間を「3 月～6 月」を「2 月～6 月」に変更し、工程表へ反映させてクマ

タカへの影響の低減を図った。 
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                資料 17-1 

【焼却灰の飛散防止写真】 
 焼却灰の持ち出しに灰が飛散しないよう運搬車両にシートをかけて運んでい

る。以下に運搬時の写真を示す。 

 

        焼却灰・飛灰の運び出し運搬車両の写真 
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               資料 17-2 

【廃棄物処理業者の許可証】 
 大月バイオマス発電所で発生する廃棄物処理については、許認可を取得した

産業廃棄物業者に委託し適正に処理している。以下に産業廃棄物処理業業者の

許可証を示す。 
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                              資料 19-1 

【燃焼温度の適正な管理】 
 

 適正な温度管理、内部循環式流動床ボイラの採用、空気供給の適正管理、排出

ガス量の適正管理により高効率な燃焼を行うことで、使用燃料を削減し、温室効

果ガス発生量を減らしている。以下に温室効果ガス発生量（二酸化炭素換算発生

量）の削減した結果（本文 4-18-3、4-18-4）を示す。 
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                              資料 19-2 

【省エネ啓発資料】 
 

 職員に対して温暖化対策意識の啓発活動として、国土交通省不動産・建設経済

局建設課から出されている「冬季の省エネルギーの取り組みについて【協力依頼

/周知依頼】」により周知している。以下に依頼文書を示す。 
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                              資料 19-3 

【生木屑チップ搬入ルート図】 
 

 生木屑チップ燃料の輸送ルートの管理を行うことで、輸送距離の短縮、使用燃

料の削減を目指している。輸送ルート図を以下に示す。 

 

 
 

国道20 号線 

中央高速道路 

事業区域 
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